
　市は、本年度も独自に第１号被保険者（満６５歳以上）の介護保険料の軽減を行います。
　保険料の段階が第３段階の方で、下記の要件に該当する方は、保険料の軽減の対象となります。
また、課税年金収入がなく第３段階の方は、所得の申告をすることで、第２段階に該当する場合
があります。

問合先　市高齢・介護室介護保険係
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　定額給付金の申請受付を行っています。
　まだ、申請手続きがお済みでない方は、定額給付金申請書
（請求書）に必要事項を記入、押印し、身分証明書と預金通帳の
コピーを添付のうえ、１０月１９日�までに申請してください。
　なお、定額給付金は、申請を行わなければ辞退したとみなし
ますので、ご注意ください。
　また、申請書が届いていない方や紛失してしまった方は、定
額給付金担当へご連絡ください。

問合先　市定額給付金担当
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�申請に必要なものは　　
　�本人の印鑑
　�平成２０年中（１月～１２月）の世帯全員の収入がわかるもの
　　（年金の支払通知、所得税の源泉徴収票、確定申告書などの写し）
　�世帯全員の全ての預貯金通帳またはその写し
　�平成２１年度介護保険料納入（付）通知書（7月中旬発送予定）
�申請の手続きは
　７月２１日�から市高齢・介護室、北村・栗沢支所保健福祉課で
�軽減の決定通知は
　申請した月の翌月に軽減の決定内容（非該当も含む）をお知らせします
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